
一
五
二

「申

し
給

ふ
」

の
解
釈
を

め
ぐ

っ
て

1

「公
的
奏
上
」
と
そ
の
背
景

森

山

由

紀

子

キ
ー

ワ
ー
ド

"
申

し
給

ふ

宣
命

古
事
記

万
葉
集

敬
語
史

は

じ

め

に

(1

)

「み
ち
の
く
の
小
田
な
る
山
に
金
有
り
と
ー

(『万
葉

集
』

一八-

四
〇
九
四
)
を
は
じ
め
、
上
代

か
ら
中
古

の
文
献

に
散
見
す
る

「
申

(2

)

し
た
ま
ふ
」
と

い
う
表
現
を
め
ぐ

っ
て
は
、
有
坂

(
一
九
三
人
)
以
来
、

多
く

の
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
表
現

が
問
題

に
な

る
の
は
、

ひ
と

え

に
、
臣
下
等
、
そ

の
文
脈
に
お

い
て
敬
意

の
対
象

と
す

る
に
ふ
さ
わ
し

く
な

い
人
物

の
行
為
で
あ
る
に
も
拘

わ
ら
ず

、

一
般

に
は
尊
敬
を
表
す
補

助
動
詞

と
み
な
さ
れ

る

「給

ふ

(賜
ふ
)
」
と

い
う
語
が

用
い
ら
れ

て
い

る
た

め
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
従
来

の
諸

説
を
検
討

し
て
、

・

「給
ふ
」
を
謙
譲
と
解
す
る
説
と
、
尊
敬

と
解
す

る
説

に
は
問
題
が
あ

る
。

と
し
た
上

で
、

・

「申

し
給
ふ
」
は
、
上
奏

の
場
面
で
用

い
ら
れ
る
場
合
が
あ

る
。

・
そ

の
場
合
、

「申
す
」

と

「申

し
給
ふ
」
に
は
、
実
質
的

な
意
義

の
違

い
が
あ

っ
た
は
ず

で
あ
る
。

と

い
う

こ
と
を
述

べ
る
。
そ
し

て
、
「
上
奏
す
る
」

と
い
う
文

脈

で
用

い

ら
れ
た

「申

し
給
ふ
」

の
意
義

に
つ
い
て
考
察
し
、

・

「申

し
給

ふ
」
が
上
奏
す
る
と

い
う
文
脈
で
用

い
ら
れ

る
場
合

、
そ
れ

は
単
な

る
上
奏

で
は
な

く
、
特
定

の
手

続
き
を

踏
み
、
整

っ
た
形
を

持

っ
た
、
「
公
的
な
奏
上
」

を
指

し
示

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
背

景
と
し
て
、
朝
堂
院

で
の
本
来

の
政

の
あ
り
方
と
口
頭
政
治

の
形
式

と



が
深
く

関
わ

っ
て
い
る
。

と
い
う

こ
と
を
論
ず
る
。

な

お
、
本
稿
は
、

「執
政
す
る
」
意
義
と

の
関
係
、
及
び

、
「給
ふ
」

の

解
釈

に
つ
い
て
予
定
し
て

い
る
後
稿

の
基
礎

と
な
る
も

の
で
あ

り
、
両
稿

併
せ

て
、
尊
敬

の
補
助
動
詞
と
言
わ
れ
る

「給

ふ
」

の
、
奈
良
朝
以
前

の

意
味
と
用
法
を
考
え
る
上
で

の

一
助

と
し
よ
う

と
す

る
も

の
で
あ
る
。

ま
ず
、
天
平
勝
宝

期
ま
で

の

「
ま
を

し
た
ま
ふ
」

の
用
例
を
、
年
代
順

(
3
)

に
並

べ
る
と
次

の
よ
う

に
な
る
。

(末

尾

の
記
号

、

(?
)
(イ
)
(
ロ
)
(
ハ
)

(
二
)
は
、
五
章

に
述

べ
る
意
味

に
よ

る
分
類
)

1
…
八
隅
し
し
吾
大
王

の
天
の
下
劇
賜
ぼ
万
代

に
し
か
し
も
あ
ら
む
と(?

)

(持
統

一
〇

鰯
年

『万
葉
集
』

二ー

一九
九高
市
皇
子
尊

城
上
殯
宮
之
時
柿
本
朝

臣
人
麻
呂
作

歌

一
首
)

2

(応
神
天
皇
が
)
詔
別
者

「
大
山
守
命

は
山
海
之

政
を
為

よ
。
大
雀
命

は
食
国
之
政
を
執
り
て
以
て
自

賜
。
…
」

(
ハ
)

(和
銅

五
瑰
年

『古
事
記

・
中
巻

(応
神
)
』
)

3

(聖
武
天
皇

が
)
詔

日
、
「
…
故
親
王
等
始
而
王
臣
汝
等

、
清

キ
明
キ
正

キ
直
キ
心
以

、
皇

朝

ヲ穴

ヒ
扶

奉
而
、
天
下
公
民

ヲ
蜀
賜

ト
詔
命

、
衆

聞
食

宣
。
…
」

(
二
)

「申

し
給
ふ
」

の
解
釈
を

め
ぐ

っ
て

(神
亀

元
捌
年

『続

日
本
紀
』
宣
命
第

五
詔

・
聖
武
)

4

(聖
武
)
天
皇

、
大
極
殿

に
御

し
ま

し
て
詔
日
、
「
…

a
…
我
皇
太

上
天
皇
大
前

二恐

.
ジ
モ
,進

退
匍
匐
廻

ホ
リ
白
賜

.
受
被

賜
ク

者

、

(次

に
続
く
)

(イ
)

b
卿
等

ノ
問
来

政
ヲ
者

、
カ

ク
ヤ
答

賜
、
カ

ク
ヤ
答
賜

∴
日
賜
、

(次

に

続

く
)

(イ
)

c
官

ニ
ヤ
治
賜
ト
白
賜

ヘ
バ
…

(イ
)

d
…
京
職
大
夫
従
三
位
藤
原
朝
臣
麻
呂
等
イ
負

・
図
亀

一
頭
献

ト奏

賜

.
二

…
」

(イ
)

(以
上
、
天
平
元
㎜
年

『続

日
本
紀
』
宣
命
第
六
詔

・
聖
武
)

5
万
代
に
坐
し
多
麻
比
て
天
の
下
獵

測
ネ
み
か
ど
玄
ら
ず
て(?

)

(天
平

二
襴
年

『万
葉
集
』
五-

八
七
九
山
上
憶
良
)

6
…

(天
皇
が
、
多
治
比
広
成
を
)
天
下
奏
齧

し
家
の
子
と
選
多
麻

比
て

(?
)

(天
平
五

瓏
年

『万
葉
集
』

五ー

八
九
四山
上
憶
良
)

7
右

大
臣
橘

宿
禰
諸
兄
、
詔
を

奉

、
太
上
天
皇

に
奏

し
て
曰
く
、

「天

皇
大
命

二
坐
セ
奏
賜

ク
…
我
皇

天
皇
大
前

二
貢
事

ヲ
奏
」

(
ロ
)

(天
平

一
五

嬲
年

『続

日
本
紀
』
宣
命
第
九
詔

・
聖
武
)

一
五
三



「申

し
給

ふ
」

の
解
釈
を

め
ぐ

っ
て

8
是
に
於

て
太
上
天
皇
詔
報

し
て
曰
く
、

「…

a

『…
此
王
を
供

へ
奉

ら
し
め
賜

へ
ば
、
天
下

に
立

て
賜
ひ
行
ひ
賜

へ
る
法

は
絶

ゆ

べ
き
事

は
な
く
有

り

け
り
と
、
見

聞
き
喜
び

侍

り
』
ト
奏
賜

ト
詔
大
命

ヲ
奏
。

(次
に
続
く
)

(
ロ
)

(4
)

i

b
又
、

『
…

一
人

二
人
を
治

め
賜
は
な

と
な
も
思

し
め
す
』
ト
奏
賜

ト

詔
大
命

ヲ

(次

に
続
く
)

(ロ
)

c
奏
賜

バ
ク
ト
奏

。
(天
平

一
五

嬲
年

『続
日
本
紀
』
宣
命
第
十

詔

・
元
正
)

9

(天
皇

は
)
勅

し
て
、
左
大
臣
橘
宿
禰
諸
兄
を
遣
し
て
仏
に
白

さ
く

a
三
宝

ノ
奴

ト
仕
奉
ル
天
皇

一.
ガ命

盧
舎
那
像

ノ
大
前

二奏

賜

ヘト
奏
ク
…
聞

看
食

国
中

・
東
方

陸
奥
国
守

従

五
位

上
百
済

王
敬

福
イ
、
部
内
小

田
郡
二
黄
金
在
奏
テ
献

…
。

(
ロ
)

b
…
百
官

ノ
人
等

率

テ
礼
拝
仕
奉
事

ヲ
挂
畏
三
宝

ノ
大
前

二
恐
・、恐

・、モ翼

賜

バ
ク
ト
奏
。

(
ロ
)

(天
平
勝
宝
元
閤
年

四
月

『続

日
本
紀
』
宣
命
第
十

二
詔

・
聖
武
)

10
中
務
卿
石
上
朝
臣
乙
麻
呂
宣

「
…

…
又
御

世
御

世

二当

テ
天

下
奏
賜

ヒ
国
家
護
仕
奉

ル
事

ノ
勝
在
臣
タ
チ
ノ
侍
所

ニ
ハ置
表

テ
…
」

(
二
)

(天
平
勝
宝
元

圏
年
四
月

『続
日
本
紀
』
宣
命
第

一
三
詔

・
聖
武
)

一
五
四

11
…
小
田
な
る
山
に
金
有
と
咽
認

(イ
)

(天
平
勝
宝
元

襴
年
五
月

『万
葉
集
』

天
-
四
〇
九
四
大
伴
家
持
)

12
左
大
臣
橘
宿
禰
諸
兄
、
詔
を

奉
、

(人
幡

の
)
神
に
白

て
日
、

a

「
天
皇

ガ
御
命

二
坐
、
申
賜

ト
申

ク
…
則

ち
朕
も

(盧
舎

那
仏
を
)
造

り
奉

ら
む
と
思

へ
ど
も
、
え
為
さ
ざ
り
し
問
に
、

(次

に
続
く
)(

ロ
)

(5
)

b
豊
前
国
宇

佐
郡

に
坐
す
広
幡

ノ
人
幡
大
神

二申

賜

へ、
勅

ク

『神
我

、

天
神

・
地
祗

ヲ
率
ゐ

い
ざ
な

ひ
て
必
ず

成
し
奉
ら
む

…
』
と
勅
り
賜

ひ
な
が
ら
成
り
ぬ
れ
ぼ

…

(イ
)

c
…
恐
ヶ
レ
ド
モ
、
御
冠
献
事

ヲ
恐

、、、恐

.、モ
剴

賜
ク
ト
申
。

(
ロ
)

(天
平
勝
宝
元

盥
年

一
二
月

『続

日
本
紀
』
宣
命
第

一
五
詔

・
聖
武
)

13
い
に
し

へ
ゆ
な
か
り
し
し
る
し
た
び

ま
ね
く
申
多
麻
比

ヌ

(イ
)

(天
平
勝
宝
三
陶
年

『万
葉
集
』

一九
-
四
二
五
四
大
伴
家
持
)

一
、
「申
し
給
ふ
」
の
意
義
を
め
ぐ
る
論
争
の
経
緯

ま
ず
、
「申

し
給
ふ
」
と

い
う
表

現
に
関
す
る
従
来

の
論
争

の
経
緯
を

た
ど
る
こ
と
か
ら
、
問
題
点
を
明
ら
か

に
し
て

い
き
た
い
。

A

「
有
坂

説
」

[意
義

は

「申
す
」
と
同
じ
。
儀
式
的
な
気
持

ち
を
含

む
。

「給
ふ
」
に
敬
意
な
し
。]



有
坂
秀
世

(
一
九
四
四

a
)
は
、

①

「
上
代

の
文
獻

に
現
れ

る
四
段
活
用

の
補
助
動

詞

『た
ま
ふ
』
」
が
、

「そ

の
附
属
す
る
動
詞

の
主
語
に
對
し
て
何
ら
敬
意
を
表
す
必
要

の
無

い
場
合
に
用
ゐ
ら
れ
」
て
い
る
例
を
列
挙

し
、
そ
れ
が

「
常

に
唯

『申

し
た
ま
ふ
』

と

い
ふ
形

で
の
み
現
れ

る
」

と

い
う
こ
と
を
指
摘

し
た
。
そ

し
て
、
そ

の

「申
し
た
ま
ふ
」

の
意
義

に

つ
い
て
、

②

「
『申
す
』

と
少

し
も
違
は
な

い
」

と
し
た
上

で
、

③

「申

し
た
ま
ふ
」
は

「
そ

の
使
用
範
園
が
狭

く
、
専

ら
神

や
天
皇

や
皇

太
子

に
申
し
上
げ
る
場
合
、
又
は
上
官

に
申
す
場
合
な
ど

に
の
み
に
限

ら
れ

て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
「
『申
す
』

が
ご
く

一
般
的
な
意
義
を
表
す

語

で
あ

っ
た

の
に
對
し
、

『申
し
た

ま
ふ
』

は
特
に
鄭
重
な
儀
式
的

な

気

持
ち
を
含

ん
だ
語

(現
代
語

で
言

へ
ば

「
言
上
す
る
」
な
ど
に
相
當

す
る
も

の
)

で
は
な

か

っ
た

か
」

と
結
論
づ

け
た
。
そ
し
て
、
「
申
し
た
ま

ふ
」

の

「
た
ま
ふ
」

に
つ
い
て

は
、

④

「敬

語
と
し

て
附
加

さ
れ
た

『た
ま
ふ
』

で
は
な
く
て
、

『申

し
た
ま

ふ
』
全
軆
が

一
つ
の
不
可
分
な
意
義

を
表
す

一
語

と
し
て
意
識
さ
れ
て

「
申
し
給
ふ
」

の
解
釈
を

め
ぐ

っ
て

い
た
。
」

と
し
な
が
ら
も

、

⑤

「
『申
す
』
と

『賜
ふ
』

と
の
複
合

し
た
形
を
持

つ

「申

し
た
ま
ふ
」

と
い
ふ
語
が

、
何
故
そ

の
表
す
行
為

の
主
軆

に
對

し
て
何
ら
尊
敬

の
意

を
含
ま
な

い
場
合
に
用
ゐ
ら
れ
得

る
の
か
、
そ
の
理
由
は
私
に
と

っ
て

は
今

日
も
な
ほ
不
可
解
で
あ
る
。」

と
、
課
題
を
残
し
た
。

次

い
で
、
有
坂
秀
世

(
一
九

四
四
b
)
は
、
前
稿
に
基
づ
き
、
奈
良
朝

の
宣
命

(9

a

.
12

a
、
及
び

、

『元
興
寺
縁
起
』

の

「
天
平

一
八
年

四

月

一
九

日
詔
」
)

に
見

ら
れ
る

「
申
し
賜

へ
と
申

さ
く
…
…

(す
る
)
事

を
申

し
賜
は
く
と
申
す
」
と

い
う
表
現
は
、

①

天
皇

の
言
葉
を
、
勅
使
が
そ

の
ま
ま
代
読

し
た
も

の
で
あ

る
。

と
し
た
上

で
、

②

「言

上

せ
よ
と

て
申

す
事

は
」

…
…

「
し
か

じ
か
言
上
す

る
由
を

申

す
」

と

い
う
意
で
あ
る
と
解

し
た
。

B

「
三
宅
説
」

冖「申

す
」
も

「給

ふ
」
も
実
質
的
な
意
義
を
有

す
る
政
治

用
語
。
「申

し
た
ま
ひ
」

は
政
治
上

の
手
続
き
を
さ
す
。]

「有
坂

説
」

に
対

し
て
、
三
宅
清

(
一
九
五
三
)
は
、

一
五
五



「申

し
給
ふ
」

の
解
釈
を

め
ぐ

っ
て

①

「申

し
た
ま
ふ
」
が
、
「
言
上
す

る
」

と
い
う
意
味

で
あ

る
な
ら
ば
、

「何
故

に

『申
し
た
ま
は
く
と
申

す
』

即
ち

『言
上
す

る
由
を
申
す
』

と
言
ふ
必
要
が
あ
る

の
で
あ
る
か
。
」
「
『
言
上

す
る
』

『申

し
給
ふ
』

で

十
分

で
は
な

い
か
。
」

②
仮

に

「申

し
た
ま
ふ
」
を

「
言
上
す
る
」
と
解
し
て
も
、
語
法
的

に
、

「申

し
た
ま

は
く

と
申
す
」
は

「
言
上
す
る
こ
と
で
す
と
申
し
ま
す

」

と

い
う
意
味

で
あ

っ
て
、
「
言
上
す

る
由
を
申

す
」
と
解
す

る
た
め
に

は
、
「
申
し
た
ま
は
く
剤
申
す
」

と
で
屯
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

と

い
う
疑

問
を

提
出

し
た
。
そ

し
て
、
「申

し
た
ま

は
く
と
申

す
」
と
重

ね
て
あ
る

の
は
、

③

「
『申

し
た
ま
は
く
』

と

『申
す
』

と
は
、
各

々
異

る
意

味

の
言
葉

で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
役
を
果
し
て
ゐ
る
」

た
め
で
あ

る
と
し
、
延
喜
式
等

の
記
述
か
ら
、
「
申
し
た
ま
ふ
」
は
、

④
実
質
的

な
意
義
を
有
す

る
語
が
複
合
し
た
政
治
関
係

の
用
語
で
あ

る
。

即
ち
、
「
申
す
」

は

「政
治

上

の
用
語

と
し
て
、
上

の
役
所
官
廳

に
對

し
て
言
ふ
事

」
、
「給

ふ
」

は

「上
級
者

か
ら

下
の
者
に
與

へ
る
意
味
」

で
、
「
官
に
則

し
て
細

ふ
事

を
熟

し
て
は

『申

し
給
ふ
』
と
言

っ
た
」

と

い
う
考
え
を
示
し
た
。
例
え
ば

、

a

[延
喜
式

(中
務
省
女
官
季
禄
)
]

の
例

(【朝

政
関
係

の
用
例
】

と
し
て
末
尾

の

【補
注

】
の
後

に

一
括

し

一
五
六

て
挙
げ
る
)
は
、
「
中
務
省

が
、
太

政
官
即
ち
上

に
申

し
て
大

臣

の
判
明

を
得
て
、
宮
人

に
細

せ
ん
と
し

て
上
申
を
す

る
」
と
言
ふ
事

で
あ

る
。」

と

い
う
。

し
か

し
、
こ
れ
は
、
単
に
、

「申

し
」

て

「給

ふ
」
と

い
う
、

二
種
類

の
行
為
を
並
列
し
て
述
べ
た
も

の
で
は
な

い
ら

し
く
、

一
方
で
は
、

⑤

「上

に
乞
ふ
事
が
あ
る
場
合

、
も

し
く

は
官
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
、

上

の
裁
決
を
も
と
め
許
可
を
も
と
め
る
段
階
が
あ

る
。
そ

の
段
階
を
踏

み
行
う
事
が

『申

し
た
ま
ふ
』
と
言
ふ
言
葉

の
内
容

で
あ

っ
た
。
」

と
し
て
、
b

[延
喜
式

(式
部
上

・
朝
堂
座
)
]

を
引

用
し
、
「朝
堂
座

に

於
け
る
以
上

の
よ
う

な
辨

の
行
為

の
始
終
が
即
ち
政
を
劇

給
事

の
全
貌

で

あ
」
る

と
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

つ
ま

り
、
「申

し
た
ま

ひ
」
と

い
う
、

ま

と
ま

っ
た

一
つ
の
具
体
的

な
政
治
上

の
行
為
を
さ
し
示
す
と

い
う
こ
と
で

あ
り
、
も
し
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば

、
④

の
結
論
と
矛
盾
す
る
こ
と
に

な
り
、
記
述

に
ゆ
れ

が
生

じ
て

い
る
。

こ
れ
は
、

D

「佐
藤

.
金

田

一

説
」
、
E

「桑

田
説
」
等
に
あ

と
で
指
摘

さ
れ
る
よ
う
な
、
論

の
不
完
全

さ
に
よ

っ
て
、
必
然
的

に
生
じ
た
矛
盾

で
あ

る
と
も
言
え

よ
う
。

C

「
時
枝
説

」

[「給

ふ
」

は

「さ

せ
て

い
た
だ
く
」
意

を
表
す
敬

語
。]

次
に
、
時
枝
誠
記

(
一
九
五
三
)
は
、

「給
ふ
」
を
敬
語

以
外

の
語

と

し
て
解
し
よ
う
と
し
た

「有
坂
説
」

・

「三
宅
説
」
を
批
判
し
、
義

門
の



見
解
を

引
用

し
て
、

①

「
『た
ま
ふ
』
は
尊
者
卑

者

の
い
ず
れ
を
も

、
主

語
と
す
る

こ
と
が

出

来

る
」

と
し
、
従

っ
て
、

②

「申

し
た

ま
ふ
」

は
、

「
『申
さ
せ

て
い
た
だ
く
』
と
解

す
る
の
を
適
當

と
す

る
」

(6
)

と

い
う
解
釈
を
示
し
た
。

D

「佐
藤

・
金
田

一
説
」

[
「給
ふ
」
は
、
「申

す
」

者

へ
の
尊
敬

語
。]

佐
藤
喜
代

治

(
一
九

五
五
)

は
、
断
定

を
控
え
な

が
ら
も
、
「
古

へ
ゆ

無
か
り
し
瑞
度
ま
ね
く
申
し
た
ま
ひ
ぬ
」

(『
万
葉
集
』

一九
ー
四二
五
四
)

と

い
う
例
に
お

い
て
は
、

①

「
上
奏
す
る
こ
と
に
表

現

の
重
点
」

が
あ

り
、
「
『
た
ま
ふ
』

に
は
形
式

的
意
義

し
か
な

い
」

と

い
う
点

で
、
「
三
宅

説
」
に
疑

問
を
提
示

し
、

②

作
者
が
、
言
上
す
る
者

に
敬
意
を
表

は
す

た
め
に

「た
ま
ふ
」
と

い
う

敬

稱
を
用

い
た

と

い
う
解
釈
を

示
し
た
。

金

田

一
京
助

(
一
九

五
九
)

は
、

①

「
天

の
下
を
申

し
給
ふ
」
は
、
「
国
政
を
天
皇

に
執
奏
す

る
意

(天

の

「申

し
給
ふ
」

の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て

下
の
ま

つ
り
ご
と
を
申
す
)
」

の
意

。
「奏
上

し
て
政
務
を
と
る
」
か
ら

「政
務
を
取
る
」
に
な

っ
た
。

②
政
治
執
奏
は
高
官
が
行
う

か
ら

、
「給
ふ
」
を

つ
け
た
。

③

「
奏
上
」
す
る
場
合

も
、
古

い
慣
用
句

「
申

し
給
ふ
」
が
用

い
ら
れ
た
。

と
説
明
し
た
。

佐
藤

・
金
田

一
の
説
明
は
、
細
部

の
違

い
は
あ
る
け
れ
ど
も

、
「給
ふ
」

を

「
申
す
」
人

へ
の
敬
意
を
表
す
尊
敬
語
と
す
る
点
に
お

い
て
、
共
通

し

て
い
る
。

E

「
桑

田
説
」

[「申

し
給

ふ
」

は
上
奏

の
意

。
「給

ふ
」

は
、
公
的
立
場

を
意
識

し

て
、
動
作

の
主
体

を
高
め

る
待

遇
表

現
と
し

て
の

「尊
重

語
」
で
あ
る
。]

桑
田
明

(
一
九
六

一
)
は
、
有
坂

・
時
枝
、
両
説
に
対
す

る
三
宅
氏

の

反
論

を
是

と
し
た
上

で
、
し
か
し

「
三
宅
説
」
に
対

し
て
、

14
民
部
省
申

ク
…
返
文

可
給
骨
嚠

緇
ヘ
ト
申

ッ

(
『朝

野
群
載
巻

六

(官
中
政
申
詞
)
』
)

と

い
う
、

廳
申

文

の
例
、

及
び
、

a

[延
喜

式

(中

務
省

・
女

官

季

禄
)
]

・
b

[延

喜

式

(式

部

上
朝

堂

座
)
]

・
c

[北

山

抄

(外

記

政
)
]

・
d

[北
山
抄

(諸
国
申
請
増
加
鎮

守
明
神
位
階

封
戸
事

)」
、

の

例

、
さ
ら

に
、
宣
命
に
お
け
る

「申

し
賜

へ
と
申
さ
く
」

の
例
に
お

い
て
、

一
五
七



「申
し
給
ふ
」

の
解
釈

を
め
ぐ

っ
て

い
ず
れ
も
、

①

「
『申

給
』

は
即

ち

(対

上
的

一
方
的
動

作
と

し

て
の
)

『申

請
』

で

あ

っ
て
、

『給
付
』

の
意
味

は
除
外

さ
れ

て
い
る
。」

「行
為

の
実
質

に

お
い
て
は

『申
す
』
と
何
ら
異
な
ら
な

い
。
」

(7
)

と
い
う
反
論
を

し
た
。
そ
し
て
、

②

「
同
じ

「申

し
給
ふ
」

「語
ら

ひ
給
ふ
」
「
宣
ふ
」
な
ど

の

「
た
ま
ふ
」

が
、
或
場
合

に
は
尊
敬
語

で
あ
り
、
或
場
合

に
は
尊

敬
語
で
な
い
と
い

う

識
別

の
根
拠

は
ど

こ
に
あ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
」

(
8
)

と

い
う
問
題
点
を
提
起

し
、
そ

の
上
で
、

③

「
申

し
給
ふ
」

は
、
「
天
皇

と
し

て
、
天
皇

の
代
理
と

し
て
、
官

人
と

し
て
、
自

ら
を
尊
重

し

つ
つ
、
ま
た
他
か
ら
も
尊
重
さ
れ
る
姿
勢
に
お

い
て

『申
す
』

の
で
あ
る
」
と

し
て
、
「給

ふ
」
に
は
、
公
的
立

場
を

意
識
し
て
動
作

の
主
体
を
高

め
る

「尊
重
語
」
と

し
て
の
意
味
が
あ

っ

た
。

と

い
う
考
え
方
を
提
示
し
た
。

つ
ま
り
、
実
質
的

に
は

「申
し
給
ふ
」
と

「給
ふ
」
は
同
じ
行
為
で
あ
る
け
れ
ど
も

、
待
遇
表
現

の
有
無
が
異
な

っ

て
い
る
。
と
・い
う
説
で
あ
る
と
言
え
る
。

「申

し
給
ふ
」
と

い
う
表
現
に

つ
い
て

の
解
釈

は
、
以
上

、
A
か
ら

E

の
五

つ
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後

の
辞
書

の
記
述

一
五
八

や
講
座
類
等

の
解
説
が

、
大
枠

に
お

い
て
A
か
ら
E

の
い
ず
れ

か
を
踏
襲

し
た
り
、
複
合

さ
せ
た
り
し
た
も

の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
そ
の
結

論
が
さ
ま
ざ

ま
で
あ

る
こ
と
か
ら
も
、

A
か
ら

E
の
う
ち
、
定

説
と
な

っ

た
も

の
が

い
ま
だ
に
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。

例
え
ば
、
春
日
和

男

(
一
九
七

一
)

に
、

要
す
る
に
、
タ

マ
フ

・
タ
ブ
が
単
独

に
用

い
ら
れ
て
も
、
既
に

「
田

た
び

て
」

(
『万
葉
集
』

二
O
l
四
四
五
五
あ
か
ね
さ
す
昼
は
田
タ
ビ

て
ぬ
ば
玉

の
夜

の
暇
に
摘

め
る
芹

こ
れ
)

の
よ
う

に

「
戴
く
」
に
近

く
用

い
ら
れ
て
、
謙
称
に
転
ず

る
傾
向
が
あ

る
か
ら
、

一
種

の
被
支

配
的
敬
称
と
し
て

の
用
法

に
た

つ
も

の
と
見

る
こ
と
は
自
然

で
あ
ろ

う
。

と
あ

る
の
は
、

C

「時
枝
説
」
を
踏
襲
し
た
も

の
で
あ

る
。
ま
た
、
例
に

挙
げ

ら
れ

て
い
る

『万
葉
集
』

の

「
タ
ブ
」
は
、
詞
書

に

「天
平
元
年
班

田
之
時
、
使
葛

城
王
従

二
山

背
国

}贈
二
薛
妙
観
命
婦
等

所

一歌

一
首
」
と

あ
る
よ
う

に
、
当
時
左
大
弁
だ

っ
た
葛
城
王

(橘
諸

兄
)
が
官
人
と

し
て

班
田
を

「
給
付
」

し
た
こ
と
を
言

っ
て

い
る
の
で
、
「戴

く
」

と

い
う
謙

称
で
は
な
い
。
従

っ
て
、
時
枝
説

に
新
た
な
論
拠
を
加
え

る
も

の
で
は
な

い
。
ま
た
、
西
宮

一
民

(
一
九
人

一
)

の

「
万
世
に
坐
し
た
ま
ひ
て
天

の
下

マ
ヲ
シ
タ

マ
ハ
ネ
」

(萬

八
七
九
)



の
マ
ヲ
シ
タ

マ
フ

(四
段
)

は
政
務
を
執
り
行
う

の
意
と
な
る
が
、

当
時

の
政
治

の
あ

り
方

か
ら
見

る
と

「言
上
さ

せ
て
い
た
だ
く

・
奏

上
す
る
」
方
法

で
政
治
を
行

っ
て
い
た
。
そ
れ

で

「
豊
前
国
宇

佐
郡

に
坐
す
広
幡

の
八
幡
大
神

に
申
賜

へ
と
申
さ
く

(
一
五
詔
)

の
マ
ヲ

シ
タ

マ
へ
に
見
ら
れ

る
よ
う

に
謙
譲
語
と
し
て

の
使
用
に
展
開
し
た
。

と
い
う
記
述
も

、
C

「時
枝
説
」

の
完
全
な
踏
襲
で
あ
る
。

一
方

、
辞
書

の
記
述

に
お

い
て
は
、
①
上
奏
と
②
執
政
と
い
う

二

つ
の

に
意
味
を
挙
げ

る
の
が
主
流

の
よ
う
で
あ
る
。

『日
本
国
語
大
辞
典
』

(小

学
館

・
一
九
七
六
)

に
は
、

【も
う

し
給
う
】

①

「申

す

一
ー
②

(政

務
に

つ
い

て
奏

上
す

る
。
政
治
を

と
り
行

う
)
」

に
、
尊
敬

の
補
助
動
詞

「
た
ま
う
」

の
付

い
た
も

の
。
「天

の

下
申

し
給
う
」

の
形
で
用

い
る
。
天
皇

に
代

わ

っ
て
政
治
を

と
り
行

な
わ

れ
る
。
天
下

の
政
を
執
奏

な
さ
る
。
②

(「
た
ま
う
」
が
尊
敬

の
意
を
表
さ
な

い
も

の
)
あ
る
事

に

つ
い
て
、
上
官

に
言
上
す

る
。

上
奏
す
る
。
こ

の

「
た
ま
う
」

の
使
用

に

つ
い
て
は
諸
説
あ

っ
て
決

し
が
た

い
。

と
あ

り
、
D

「金

田

一
説
」
を

一
部

と

っ
て

い
る
。

『時
代
別

国
語
大

辞

典
上
代
編
』

(三
省

堂

・
一
九

八
三
)

に
、

「
申
し
給

ふ
」

の
解
釈
を

め
ぐ

っ
て

【ま
を

し
た
ま
ふ
】

[奏
賜

・
申

給
]

(動

四
)

①
政
務
を
と
り
行

う
。

②
申

し
上
げ

る
。
上

奏

す

る
。
謙

譲

語
。

(用

例

は
省

略
)

[考
]
単
な
る

マ
ヲ
ス
よ
り
も

鄭
重

な
儀
礼
的
な
意
味
を
持

つ
も

の

と
考
え
ら
れ
、
言
上
す
る
に
相
当
す

る
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
場
合
タ

マ
フ
は
、
活
用
は
四
段
で
あ

る
が

、
意
味

の
上
か
ら
は
下
二
段

の
謙

譲
を
あ
ら
わ
す
タ

マ
フ
と
同
じ
く

、
さ

せ
て
い
た
だ
く
と
解
さ
れ
る

も

の
で
あ
る
。

と
あ
る

の
は
、
A

「
有
坂

説
」

と
C

「時
枝
説
」

の
複
合
で
あ
る
。

B

コ
ニ
宅
説
」

に
基

づ
く

の
は

『古
語
大
辞

典
』

(小
学
館

・
一
九

八

三
)

で
、【ま

を
し
た
ま
ふ
】

[申

し
給
ふ
]

①

上
奏

す
る
。
政
務
を
上
司

に
報
告
す
る
。
②

政
務
を
執

り
行
な
う
。

《
語
誌
》

「申
す
」

と

「給
ふ
」

の
複
合
固
定

し
た
語
で
、
「給
ふ
」

に
、

一
般

の
補
助
動
詞

と
し
て
の
敬
意

の
認
め
ら
れ
な
い
も

の
で
あ

る
。
元
来

は

「申
す
」

は
上
奏
を
、
「
給
ふ
」
は

下
に
対
す
る
給
付

を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味

し
、
上
奏
裁
可
を
経
て
政
務
を
決
裁
す

る
意

で

あ

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
、
天
皇

を
頂
点

と
す

る
律
令
官
僚

機
構

の
確
立
と

と
も

に
、
そ

の
政
治
用
語
と
し
て
慣
用
固
定

し
、
上

奏

の
意
①

に
も
、

ま
た

「
天

の
下
を
申
し
給
ふ
」

「天

の
下

の
公
民

一
五
九



「
申
し
給
ふ
」

の
解
釈
を

め
ぐ

っ
て

を
申
し
給
ふ
」

の
よ
う
な
形
で
政
治
を
執

り
行
う
意
②

に
も
用

い
ら

れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

と
し

て
、
原
義
は

「
三
宅
説
」

の
通
り
で
あ

っ
た
が
、
「上
奏
」

「執
政
」

の
意

に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

の
は
、
慣

用
固
定
化

し
た
結
果

で
あ

る
と
、

E

「桑
田
説
」
①

の

「
三
宅
説
」
に
対
す
る
反
論

に
答
え

て
い
る
。

二

、

C
説

・
D
説

の
問

題

点

以
上
、
従
来

の
論
争

の
経
緯
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
こ
ろ
で
、
各
説

に

対

し
て
検
討
を
加
え

る
。

ま
ず
、

C

「時

枝
説
」

の
問
題
点

に

つ
い
て
は
、

三
宅

氏

の
反
論

に

よ

っ
て
全

て
尽
く
さ
れ

て

い
る
と
言
え

よ
う

(注

(6
)
参
照
)
。

そ
も

そ

も
論

証
の
方
法

か
ら
見

て
も

、
「
『た
ま
ふ
』

に
は
尊
者

の
こ
と
に
附
け
る

場
合

と
、
卑
者

の
こ
と
に
附

け
る
場
合
と
が
あ

る
」
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て

い
る
用
例

は
、
当
該
語

で
あ

る

「申
し
給
ふ
」
以
外
に
は
、

15
今

年
六
月
晦
日
之
大
祓

二
祓
給
ヒ
清
細
事

ヲ

(大
祓

詞
)

た
だ

一
例

で
あ
る
。
し
か
も

、
「
こ
の
よ
う
な
場
合
は

『
タ
テ

マ
ツ
ル
』

『
マ
ツ
ル
』

の
意
味

に
な
る
」
と
義
門
が
述

べ
て
い
る
と

い
う
だ
け
で
、

こ
の
例
に

つ
い
て

の
独
自

の
論
証

は
何
も

な

い
。

こ
の
祝
詞

に
見

え
る

(
9
)

「給
」
自
体
、
数

々
の
解
釈

を
持

ち
、
未
だ
解
決

し
て
い
な

い
用
法

で
あ

一
六

〇

る
。
四
段
活
用

の

「
た
ま
ふ
」
が
、
他
で
は

「戴
く
」

と
い
う
意
味
に
用

い
ら
れ

て
い
な

い
以

上
、

こ
の
例
を
も

っ
て
、

「給
ふ
」
が
謙

譲
語
に
も

用

い
ら
れ
た
と
す

る
解
釈

は
、
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な

い
。

次
に
、
D

「佐
藤

・
金

田

一
説
」

で
あ
る
が
、
確

か
に
、
1
は
人
麻
呂

か
ら
高
市
皇

子
に
対
す

る
敬
語
、

4

a

・
b

・
c
は
聖
武

天
皇

の
自
敬
表

(10

)
現
、
5
は
上

に
も

「
坐
し
た
ま
は
ね
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
憶
良

の
旅
人

に
対
す
る
、
6
も
憶
良

の
広
成

に
対
す
る
、

7
は
奏

者

の
太
政

天
皇

に
対

す
る
敬
語
、
と
、
単

な
る
尊
敬
語

と
し
て
説
明

で
き
る
か
に
見
え

る
例
も

あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
考
え
方

で
は
、
2

『古
事
記
』
、

3

『続

日
本
紀
』

第
五
詔
、

4

『続
日
本
紀
』
第

六
詔

、
と

い

っ
た
例
が
説
明
で
き
な
い
。

特

に
2

・
3
は
、
天
皇
自
身

が
、
臣

下
に
対

し
て
命
じ
て

い
る
場
面
で
、

他
と
比
し

て
、

こ
こ
に

の
み
尊
敬
語
が
用

い
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
は
不
自

然

で
あ
る
。
も

っ
と
も
、

「金

田

一
説
」

に
あ

る
よ
う
に
、

こ
の
段
階

で

す
で
に

「慣
用
化
」
し

て
い
た
と

い
う
考
え
方
も

で
き
な

い
わ
け
で
は
な

い
が
、
も
し
も
、

「慣
用
化
」
す

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
、
政
務

に

携
わ
る
者
を
尊
敬
語

で
待
遇
す
る
層

の
人
々
の
世
界

で
始
ま
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
よ
う

に
し

て

「
慣
用
化
」
し
た
言
葉
を

、
天
皇
が
即
位

の
詔
に

お

い
て
用

い
る
と
い
う

こ
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
有
坂

・
三
宅
が
問

題
に
し
た
、
9

a

・
b

・
12

a

・
c
の
、
「
申
し
た
ま

へ
と
申
す
」

「申
し



〕

た
ま

は
く
と
申
す
」
と

い
う
表
現
に

つ
い
て
も
、
何
ら
解
決

は
与
え
ら
れ

な

い
。
以
上

の
こ
と
か
ら
、

D
説

の
解
釈
も

不
十

分
で
あ

る
と
言
え

る
。

三
、
「申
し
給
ふ
」
と

「申
す
」
の
関
係

-

実
質
的
意
義
の
違
い
は
あ
る
か
ー

そ

こ

で
、
残

っ
て
く

る

の
は

A

「有

坂
説
」

・
B

「
三
宅

説
」

・
E

「桑

田
説
」

の
三

つ
で
あ

る
。
三
説
を
、
「
申

し
給
ふ
」
全
体

の
意
味

の

解
釈

に
注

目
し

て
比
較

し
て
み
る
と
、

「申

し
給

ふ
」
を
、
実

質
的

に
は

「申
す
」

と
同

じ
と
し
た
点

で
、

A

「有
坂

説
」
と
B

「桑

田
説
」

は
共

通

し
て
い
る
。

ま
ず

、
「
『申

し
給
ふ
』

は

『申

す
』

と
大
差
な

く
、

『言

上
す
る
』

の

意
」

と
し
た

A

「有
坂

説
」

に
対

し
て
、
「
『申

す
』

は
上
奏
、

『給
ふ
』

は
給
付
を
表
す
」
と

し
た
、

B

「
三
宅
説
」

の
根
拠
は
、
「
『申

し
給
ふ
』

が

、
単
な

る

『申
す
』

・

『奏
す
』
と
明
確
に
異
な
る
意
味
を
持

っ
て
い

な
け
れ
ば

、

『申
し

た
ま

へ
と

申
さ
く
』

『申

し

た
ま
は
く

と
申
す
』

と

い

っ
た
表

現
は
、
同

じ
こ
と
を

重
複
し

て
述

べ
た
言

い
回
し

に
な

る
。」

と
い
う

こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

E

「
桑
田
説
」

が
、
や
は
り

、

「
『申

し
給

ふ
』
は
上
奏

の
場
面

で
用

い
ら
れ

て
お
り
。
実
質
的
な
給
付

の
意
味

は
な
い
」

こ
と
か
ら
、
「
『申
し
給
ふ
』
が
行
為

の
実
質

に
お
い
て

「申

し
給
ふ
」

の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て

は

『申
す
』

と
何
ら
異
な
ら
な

い
」
と
し
た
こ
と
は
、

一
章

の
E
①

に
見

た
通
り
で
あ

る
。
そ
し
て
、
桑

田
氏
は
、

B

「
三
宅

説
」

の
提
示

し
た
先

の
問
題
に
対
し
て
、

(「
申
し
賜

へ
と
申
す
」

・

「申

し
賜
は
く

と
申

す
」

と
い
う
表
現

の、)ー

、

「
申
す
」
は
、
単

に

「奏

す
る
」
意
味

で
あ

ろ
う

。
そ
し

て
、

「申

さ
く
…
と
申
す
」

は
、
漢
語

「
奏
日
」
に
相
当

し
、
奏
す

る
こ
と

の

内
容
を
指
示
す

る
と
思
わ
れ
る
。

(傍
線
筆
者
)

と
答
え

て
、
宣
命

の
、
「大
前

に
申
し
賜

へ
と
申

さ
く

…
事

を
…
申
し
賜

は
く
と
申
す
」
と
い
う
構
文
を
、

「大
前
に
お
い
て
次
の
内
容
の
ー

給
え
と
勅
使
に
命

じ
て
お
き
、
さ
て
そ
の
奏
上
す
る
内
容
は
…
事
を
…
齧

q

瀏

給

う
次
第

と
い
う

の
が
、

つ
ま
り
奏
上

の
内
容
な

の
で
あ
り

ま
す
」

(桑
田
注
/

「給

ふ
」

は
そ
れ
に
相
当
す

る
口
語
が
見
当
ら

な

い
の
で
そ
の
ま
ま
に
お
い
た
。
)

(傍
線
筆
者
)

と
解
し
た
。
確

か
に
、
こ
の
よ
う

に
解
す
れ
ば
、
三
宅
氏

の
提
示

し
た
問

題
点
は
氷
解
し
、
9

a

・
12

a
を
は
じ
め
と
す
る
宣
命

の
文
意

は
明
快

に

な
る
。
「
申
さ
く
…
と
申
す
」

の
解
釈

に
つ
い
て
も
、
何
ら
異
存

は
な

い
。

し
か
し
、
傍
線

を
施
し
た
、

「
『申

し
賜
ふ
』

は
、
『
天
皇

の
詔
命
を
奏
す

一
六

一



「申

し
給
ふ
」

の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て

る
』
意
味

で
あ

る
」

と
い
う
説
明
、
及
び
、
そ

の
結
果
と
し
て

の
訳

は
、

「申

し
給

ふ
」

と

「申
す
」
が
行
為

の
実
質
に
お

い
て
同
じ
だ
と
す

る
、

「
桑
田
説
」

の
主
張
と
矛
盾

し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ

の
説
明
と
解
釈

に

お

い
て
は
、

「申

し
給

ふ
」

に
、
単
な
る

「奏
す

る
」

と
は
実
質
的

に
異

な
る

「
天
皇

の
詔
命
を
奏
す
る
」
と

い
う
新
た
な
意
味
が
付
さ
れ
て
い
る

の
で
あ

る
。
し
か
し
、

こ
の
新
た
な
意
味
が
ど
こ
か
ら
き
た
も

の
か
、
ま

た
、
他

の
文
脈

に
お

い
て
は
ど
う
な
る

の
か
、
と

い
う
こ
と
に

つ
い
て
の

説

明
は
な
い
。
は
た

し
て
、

「桑
田
説
」
が
主
張
す
る
、
「
公
的
立
場
を
意

識

し
て
動
作

の
主
体

(こ
の
場
合
は
自
己
)
を
高
め
る
」
と
い
う

、
鵆
週

翻

の

「給
ふ
」
が
加
わ
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
意
義
が
生
じ

る

の
だ
ろ
う

か
。
そ
も

そ
も
、

「申
さ
く

…
申

す
」

の

「
申
す
」
に
お

い

て
は
、
な
ぜ
そ

の

「公
的
立
場
」
が
意
識
さ
れ
な

い
の
で
あ
ろ
う

か
。
待

遇
表
現

で
あ

る
以
上
は
、
基
本
的
に
は
、
あ
る
人
物

の
待

遇

の
仕
方

は

一

貫

し
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
待
遇
表
現
が
欠
落
す

る
こ
と
も

し
ぼ

し
ば
あ

る
こ
と

で
は
あ
る
が
、
そ

の
有

無
が
、
こ

の
よ
う

に
実
質
的

な
意
義

と
相
関

し
て
い
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
待

遇
表

現
と
は
言

い
得
な

い
。

さ
ら
に
、
「
給
ふ
」
を
待
遇
表

現
と
す
る

こ
と
に
関
し
て
述

べ
る

と
、

先
の
例
で
は
、
言
わ
ぼ

「ー

目
覚
に
お
い
て
」
と
い
う
待
遇

一
六

二

表
現
と

し
て
用

い
ら
れ
て

い
た

の
と
同

じ

「給
ふ
」
が
、
例
え
ば

万
葉
集

四
〇
九

四

「金
有

り
と

マ
ウ
シ
タ

マ
ヘ
レ
」

の
例
な
ど

は
、

「匐
匐

ー

」
天
皇
に
対
し
て
奏
上
す
る
場
合
に
も
用
い
ら
れ
て

い
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

や
は
り
、
「
人

の
扱

い
方
」
を
定
位
す

る
、

「待
遇
」
表
現

の
あ
り
方
と
し
て
は
、
問
題
が
あ
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
双
方

の

「申

し
給
ふ
」
に
、
実
質

的
な
意

義

の
上

で
共
通
す
る
も

の
が
あ
る
と
み
る
ほ
う
が
自
然
な

の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
「
申
し
給

へ
と
申
す
」

「申

し
給
は
く
と
申
す
」
と

い
う
表

現

を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
、
「申

し
給
ふ
」
と
、
「
申
す
」
と
は
、

何
ら
か

の
形
で
、
実
質

的
に
異

な
る
意
義
を
持

っ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ

の
意
義

を
具
体
的

に
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
。
そ
し
て
、
「
桑
田
説
」

が
指
摘

し
た
よ
う

に
、
「
申
し
給
ふ
」
が
、
明

ら

か
に
上
奏

の
場
面
で
用

い
ら
れ

て
い
る
以
上
、
「
三
宅
説
」

に
も
問

題

点
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
上
奏

の
場
面

で
用

い
ら
れ
た

「
申
し
給
ふ
」
の
意

味
を
、
よ
り
明
確
に
具
体
化
す

る
こ
と
が
、
第

一
の
論
点
と
し
て
浮
か
び

あ
が

っ
て
き
た
。



四
、
平
安
時
代

の
史
料
に
見
る

「申
し
給
ふ
」

1

公
的
に
奏
上
す
る
ー

平
安
時
代
史
料

に
お
け
る

「申

し
給
ふ
」

の
用
例
を
見
る
と
、
そ
れ
が
、

あ
る
特
定

の
行
動
を

さ
し
示

し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば

、

三
宅

・
桑
田
も
引

用
し
た

b

『延
喜
式
』

(式

部
上

・
朝
堂
座
)

は
、
朝

堂
で

の
太

政
官

の
聴
政

の
次
第
を
規
定

し
た
文

で
あ
る
。
問
題
と
な
る

の

は
、
辨
が
発
す

る
、

「
司
司

の
申

せ
る
政

、
則

細
と
申
す
」
と

い
う
言
葉
な

の
だ
が
、
橋

本
義

則

(
一
九

八
六
)
が

『延
喜
式
』
と

『儀
式
』
等
に
依

っ
て
再
構

し
た
太

政
官
聴
政

の
次
第

か
ら

、
こ
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
に
至
る
状
況
を
粗
述

す
る
。

(直
接

に
関
わ

ら
な

い
手
続
き
を
多

く
省

い
て
あ
る
。
朝
堂
院
内

部

の
位
置

関
係

に

つ
い
て
は

、
図
-
参
照
。
)

①
各
司

の
朝
座
が
あ

る
朝
堂

で
、
諸
司
が
日
常

の
政
務
を
行
う

(常
政
)

↑

②

政
務

の
内
容

に
よ

っ
て
諸
氏
が
暉
章
堂

の
弁
官

の
も
と

へ
お
も

む
い

て
政
務

の
報
告

(申
政
)
を
行
う
。

↑

③

弁
官

は
、
諸
司

か
ら
の
政
務
報

告

と
太
政
官
内

の
庶
務
を
整
理

し
、

「申

し
給
ふ
」

の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て

上
申
す

べ
き
も

の
を
弁
別
す
る
。

↑

④
大
臣
が
昌
福
堂

の
朝
座
に

つ
き

、
大
臣

の
召
を
う
け

て
中
納
言

・
参

議
が
昌
福
堂
に
昇
る
。

↑

⑤
常
政
を
終
え
た
弁
官
は
、
少
納
言
ら

と
と
も

に
暉
章
堂
か
ら
降
り
、

(
11
)

大
臣

の
い
る
昌
福
堂

の
前
庭

に
あ

る
版
位
に
就
く
。

↑

⑥
大
臣
が
召
す
と
、
五
位
以
上

の
者

は
石
階
を
登
り
官
司
ご
と
に
ま
と

(12

)

ま

っ
て
昌
福
堂
に

つ
き
、
六
位
以

下
は
官
次

に
よ

っ
て
昌
福
堂

の
庇

の
案

の
も
と
に
北
を
向

い
て
立

つ
。

↑

⑦
弁
官
が
申
政
を
行
う
。
こ
の
冒
頭

で
弁
官
が

「
司
司

の
申
せ
る
政
、

劇
綸
と
申
す
」
と
宣

言
す
る
。

↑

⑧
史
が
諸
司

の
政
を
順
番

に
読
申
す

る
。

す

な
わ

ち
、

「司

司

の
申

せ

る
政
、
則

繝
と
申

す
」

と

い
う

の

は
、
弁

官

・
少
納
言
が
、
大
臣

・
参
議
等

の
い
る
昌
福
堂

に
向
か

っ
て
正
し
く
列

し
、
諸
司
か
ら

の
報
告
等

を
読

み
上
げ

る
に
先
立

っ
て
宣
言
さ
れ
る
言
葉

一
六
三



「申

し
給
ふ
」

の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
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内裏〔図1〕

(推
定
)

「申

し
給
ふ
」

の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て

第2次 平 城 宮

『日本史辞典』 による.

藤原宮天武朝難波宮

で
あ

る
。

ま
た
、
た
と
え
ば
、

『儀
式
』

(正
月
二
十

二
日
賜
馬
料
儀
)

に
は
、

當

月
十

三
日

(七
月
は
十

日
)
平

旦
、
中

務

・
式
部

・
兵
部
等

ノ
録
、

依

レ
次

二
就

二
左

辨
官

ノ
版

二
↓
式
部

ノ
録

、
進
就

レ
版

二
申

テ
云
、
式
部

省
申

ク
司
司
.
秋
冬

ノ
馬
料

可
賜
事
上

二
劇
賜

ト
申
。
次

二
兵
部
ノ
録
、
進

申

亦
如
・
之

ノ
。
次

二中
務

ノ
録
申

テ
云
、
中
務
省
申

ク
比
女

刀
禰
秋
冬

馬
料

可
賜
事
上

二劇
賜

ト
申
。
辨
命

ス
。
候
之
三
省

ノ
録
倶

二
稱
唯
、
退

出

。

と
、
中
務
、
式
部
、
兵
部

の
録

が
、
弁
官

に
対

し
て
、
「
馬
料
可
賜
事
」

を
、
上

(そ
の
日
の
政
を
扱
う
上
位

の
公
卿
。
大
臣

・
大
中
納
言

な
ど
)

に

「申

賜
」

こ
と
を
申

し
出

て
、
弁
が
そ
う
す
る
よ
う
に
命
ず

る
と
い
う

手

続
き
が
見
え

る
。
こ
の
あ
と
、
三
省

の
輔

・
丞

・
録

が
太

政
官

の
廳

に

行

っ
て
、
外
記

に
申

し
出

て
申
政

の
許
可
を
得
て
、
少
納

言
に
率

い
ら
れ

て
大
臣

の
前

に
正

し
く
列
す
。
そ

こ
で
、
ま
た
、
辨
が

、
「
司
司

,
申
セ
ル

政
劇
賜

ト
申

」
と
言

っ
た
あ
と
、
三
省

の
録

が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
報
告
を
行

う
。

(報
告

の
最
後
も

「申
賜
」

で
結
ぼ
れ
る
。
)

以
上

の
例
は
、
い
ず
れ
も
大
臣
を
前

に
し

て
の
言
葉
で
あ

っ
た
が
、
相

手
は
必
ず
し
も

大
臣

に
限
ら
れ

る
わ
け

で
は
な
く
、
例
え
ぼ

同
じ
く

『儀

式
』

(正
月

一
五
日
於
宮
内
省
進
御
薪
儀
)

に
は
、一

六
五



「申
し
給
ふ
」

の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て

式
部

・
兵

部

・
宮

内

の
三
省

の
輔

・
丞

・
録
を
前

に
、
「諸

司
并
畿

内
国

司
」

が
薪
を
進

じ
た
あ

と
、
録

が
、

「其

の
札

の
数

を
計
り

て

訖

て
、

一
の
札
を
取

り
て
」
、

「司
司

、
進

.
ル
御
薪
進

ル
札
若

干
枚
劇

賜
。
」
と

「
読
申
」
す
。

(筆
者

要
約
)

と
、
直
接

に
は
、
省

の
役
人
を
前

に
し
て
用

い
ら
れ

て
い
る
例
も
見
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら

の
平
安
時
代

の
史
料

に
見
え

る
例

に
お

い
て
、

「申

し
給

ふ
」

と
い
う
言
葉
が
単

な
る
奏

上
で

は
な

く
、
「定

め
ら
れ
た

手
続
き
を
踏
ん
だ
上
で

の
公
的
奏
上
」

と
い
う

、
極

め
て
特
定
さ
れ
た
意

味
を
持

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。

以
上
、
三
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
朝
堂
院

、
太
政
官
庁
、
宮
内
省

の
曹
司
を

舞
台

に
し

て
行

わ
れ

た
手

続
き

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
政
務

の
肥
大
化

に

伴

っ
て
、

「官
政
」

・

「外

記
政
」
と

い
う
形

で
執
政

の
場
が
朝
堂
院

の

(13

)

外
に
拡
散
し
た
結
果
で
あ

っ
て
、
そ
の
源

と
な

る
本
来

の
政
は
、
朝
堂
院

に
お

い
て
行

わ
れ
て

い
た
。
岸
俊

男

(
一
九
七

五
)

は
、
「朝
堂

院
」

は

本
来
朝
政

の
場

で
あ
り
、

「推
古
朝

の
小
墾

田
宮

に
も
遡

る
初
期

の
宮

室

か
ら
す
で
に
朝

堂
が
存
在

し
、
そ
こ
で
の
朝
参

・
朝
政
は
平
安
宮
ま
で
存

続
し
た
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
岸

は
、
当
初

(推
古
朝

・
舒
明
朝

・
孝

徳
朝
)
は
、
こ

の
朝
堂
院

に
有
位

の
者
全

て
が
朝
参
し

て
政
務
を
行
う

の

(
14
)

が
原
則
で
あ

っ
た
こ
と
が

『
日
本
書
紀
』

の
記
述
か
ら
伺
わ
れ
る
こ
と
を

一
六

六

(15
)

指
摘
し
て

い
る
。
ま
た
、
図
H

に
見
る
よ
う
に
、
朝
堂
院

は
、
時
代
が
進

む
に

つ
れ
て
内
裏

と
切
り
離
さ
れ

て
い

っ
た
が
、
天
武
朝

に
は
内
裏

と

一

体

で
あ

っ
た
。
橋
本
義

則

(
一
九
八
六
)

は
、
「奈
良
時

代
以
前
、
天
皇

が
毎

日
大
殿

(大
極
殿
)

に
出
御
し
て

い
た
こ
と
は
、
大
化

三
年

、
小
郡

宮
で
制
定

さ
れ

た
礼
法

の
な
か

に
、
南
門
か
ら
庭
に
入

っ
た
官
人
が
庁

で

の
執
務

の
前

に
、
庭

で
再
拝
す
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測

で
き

る
」
と
述

(
16
)

べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
、
本
来

「
政
」
は
天
皇

が
大
極
殿

(内
裏
)

で

南

面
し
、
朝
堂
院

に
親
王

・
大
臣

を
は
じ
め

と
す

る
官
人

が
参

列
す
る
形

で
行

わ
れ

る
も

の
で
あ

っ
た
。

b

『延
喜
式

・
式
部
上

(朝
堂
座
)
』

の
例
は
、
平
安
時
代

で
あ
り
な

が
ら
、
朝
堂
院

で
行
わ
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、

朝

座
政

(『儀

式
』
巻
九

朝
堂

儀
、

『延
喜
式
』

巻
十

八
式
部

上
、

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
八
年
五
月
二
九

日
条
所
引
貞
観
式
部
式
に

み
え

る
朝
堂

に
於
け
る
大
臣
執
政
)

は
、
月
の
朔
及
び
旬
日

に
行
わ

れ

、

(略
)

日
常

的
な
公
卿
聴
政

で
は
な
く
儀
式
的
性
格

を
強
く
帯

び

て
い
た
。

(橋
本

・
一
九
人
六
)

と
あ

る
よ
う

に
、

こ
の
大
臣
聴
政
は
儀
式
化

し
た
形
式
的
な
も

の
で
あ

っ

た
。
し
か
し
、
逆
に
そ
れ
は
古
来

の
政

の
あ

り
方
を
示
す
も

の
で
あ
る
と

も
言
え

る
。
そ

し
て
、
そ

の
中
で
、
決

ま
り
文
句

の
よ
う

に
発
せ
ら
れ
る



「司
司

の
申

せ
る
政
、
則

継
と
申
す
」
と

い
う
言
葉
は
、
政

の
中
で
用

い

ら
れ
続
け

て
き
た
由
緒
正
し

い
言
葉
で
あ
り
、
他

の
省
庁

に
お
け
る
常

の

申
政

に
お

い
て
用

い
ら
れ

て
る

「
申
給
」
と

い
う
言
葉
も

、
そ
の
源

は
、

や
は
り
、
奈
良
朝
以
前

の
朝
堂
院
に
お
け
る
政
に
求
め
得

る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

五
、
天
平
期
ま
で
の

「申
し
給
ふ
」

i

「
公
的
奏
上
」
を
表

す
も

の
に

つ
い
て
i

そ

の
よ
う
な
目
を
も

っ
て
、
天
平
勝
宝
期

以
前

の

「申

し
給

ふ
」

の
用

例
を
見
る
と
、
そ

の
意
味
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
冒
頭
に
挙
げ

た
用
例

の

う
ち
、

(イ
)

に
分
類
し
た
も

の
は
、

(イ
)
上
奏

の
意

で
、
単
純
に
第
三
者

の
行
為

を
叙
述

し
た
も

の

と
み
な
さ
れ
る
例

で
あ
る
。
こ

の
う
ち
、

4
d
…
京
職
大
夫
従

三
位
藤
原
朝
臣
麻

呂
等
イ
負

図
亀

一
頭
献
ト
莠
賜

.
二

…
」

11
…
小
田
な
る
山

に
金
有
と
麻
宇

之
多

麻
・
禮

13
い
に
し

へ
ゆ
な
か
り
し
し
る
し
た
び

ま
ね
く
申
多
麻
比

ヌ

と
い
う
三
例
は
、

い
ず
れ
も
臣
下

(4
d
は
京
職
大
夫
従
三
位
藤
原
朝
臣

麻
呂

、

11
は
陸
奥

国
守
従

五
位

上
百
済
王

敬
福
、

13
は
、
そ
れ

ら

の
総

「申
し
給
ふ
」

の
解
釈

を
め
ぐ

っ
て

合
)
が

「朝

政

の
場

で
正
式

に
報
告

し
た
」
と
解
釈
さ
れ
る
。

一
方
、

ヒ

ー2
b
曲
豆
前

国
宇
佐
郡

に
坐
す
広
幡

、
人
幡
大

神

二申

賜

へ
、
勅

ク

『神
我

、

天
神

・
地
祗
を
率

ゐ
い
ざ
な

ひ
て
必
ず
成
し
奉
ら
む
…
』

と
勅

り
賜

ひ
な
が
ら
成
り
ぬ
れ
ば

…

と

い
う
例
で
は
、
朝

政
を
離
れ

て
、
天
皇
が
八
幡
大
神
に
対
し
て
上
奏
す

る
こ
と
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
宣
命

の
出
さ
れ
た
時
期

は

天
平
勝
宝
元
盥
年

、
大
宝
律
令
が
発
せ
ら
れ

て
す
で
に
半

世
紀
近

く
が
経

(
18
)

過
し

て
お

り
、

「申
給
」

と
い
う
言
葉
は
す

で
に
十
分

に
慣
用
化

し
た
も

の
で
あ

っ
た
と
考
え

ら
れ

る
。
そ
う
す
る
と
、
似
た
状
況
で
あ
れ
ぼ
流
用

す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ

ろ
う

か
ら
、

こ
の
場
合
も
、
朝

政
に
お
け
る
公

の
奏
上
と
同
じ
形
態
を

と

っ
て
八
幡
大
神
に
奏
上
し
た
こ
と
を
言
う

の
で

は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と

は
、

9
の
盧
舎

那
仏
に
対

す
る
聖
武
天
皇

の
上
奏

が
、

天
皇

、
東
大
寺

に
幸

し
、
盧
舎
那
仏
像

の
前
殿
に
御

し
ま
し
て
、
北

面
し
て
像

に
対

ひ
た
ま
ふ
。
群
臣
百
寮
と
士
庶
と
は
分
頭
し
て
殿

の

後

に
行
列

す
。

と

い
う
状
況

で
行
わ
れ

た
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
。

な
お
、
4

a

・
b

・
c
の
三
例
は
、
聖
武
天
皇

が
即
位

の
詔
の
中

で
、

一
六
七



「申

し
給
ふ
」

の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て

自

ら
が
太
上

天
皇

に
上
申
す
る

こ
と
を
述

べ
た
も

の
で
、
二
章

で
述
べ
た

よ
う

に
、
他

の
表
現

と
の
か
ね
あ

い
か
ら
聖
武
天
皇

の
自
敬
表

現
と
と
る

(
19
)

こ
と
が
自
然

で
あ
る

の
で
、
ひ
と
ま
ず
除
外
す
る
。

次

に
、

(
ロ
)

に
分
類

し
た
も

の
は
、

(
ロ
)

上
奏

の
意
を
表

し
、
発
話
内
部

の
首
尾
に
位
置
し
て
、
発
話
内
容

を
包
む
形

で
、
そ

の
発
話
行
為
を
す
る

こ
と

の
宣
言
、
乃
至
、
説

明

と
し
て
用

い
ら
れ
た
も

の

と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
問
題

の

「
申
し
た
ま
は
く
と
申
す

」

の
類

は
、
全

て
こ
れ

に
属
す

る
。

こ
れ
ら

の
例
か
ら
、
発
話

の
内
容
を
極

力
省
き

、
引
用
を
表
す

「
ト
」
を
手
掛
か
り

に
整
理
し
て
み
た
。

ま
ず

、

7
太

上
天
皇

に
奏

し
て
曰
く

又
天
皇
大
命

二
坐
セ
奏
賜
ク
[…
事
]
)
.奏
」

(九
詔

・
天
皇

の
勅
使
↓
太

上
天
皇
)

は
、
「『天
皇
の
言
葉
と
し
て
太
上
天
皇
に
公
羇

の
は

[…
]
と

い
う
事
』

と
、
私

"
天
皇
が
言
う
」
と

い
う
構
造

に
、

つ
ま
り
、
「奏
賜
」

は
、
公

に
奏
上
す

る
内
容
だ

け
を
さ

し
、
最
後

の

「
奏
」
は
、
天
皇

が
そ

の
場
で
言

っ
た
こ
と
全

て

(も
ち

ろ
ん
、
最
後

の

「
奏
」
は
含

ま
な

い
。)

を
さ
す
と
解

さ
れ

る
。

8
太

上

天
皇

詔
報

じ

て
曰

く

「
(
『
[…
]
ト
奏
賜
』
ト
詔

大
命

ヲ
奏
。

又
、

一
六
八

『
[…

]
ト
奏

賜

』
ト
詔
大

命

ヲ
奏

賜

バ
ク
)
ト
奏

。
」

(
一
〇
詔

・
太

上

天
皇

↓

天
皇

)

は
、

「
(
『
[…
]
と
　

と
、
詔

と
し
て
出
す
言
葉
を
私
11
太

上
天
皇
は
言
う
。
又
、

『
[…
]

と
公
蜀

と
、
詔
と
し
て
出
す

言
葉
を
公
d
劉

こ
と
だ
)

と
、
私
"
太
上
天
皇

は
言

う
。」

と

い

う
構
造

で
あ
る
。

『…
奏
賜
』

の
部
分
が

、
実

際

の
詔

の
文
だ

と
解
す

る

と
わ
か
り

や
す

い
。
末
尾
が

「奏

賜
」

で
結
ば
れ
る
奏
上

の
形
式
は
、
平

安
時
代

に
ま

で
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先

に
見
た
通
り
で
あ
る
。

三
番
め

の

「
奏
賜
」
は
、

一
見
、
余
分
な

よ
う

で
あ
る
が
、
後
半
部
だ
け

で
な
く
、
前
半
部
も
含
め
た
形
で
、
こ
こ
で
正
式
表
明

の
宣
言
が
な
さ
れ

て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

9

「
『
天
皇

一.ガ
命

、
盧
舎

那
像

ノ大

前

二奏
賜

へ』
ト
奏
ク

『
[…
]
事

ヲ
三
宝

ノ

大
前

二翼
賜

バク
』
ト
奏
。
」

(
一
二
詔

・
天
皇

の
勅
使
↓
盧
舎
那
仏
)

は
、
「『私
H
天
皇
の
言
葉
を
盧
舎
那
像
の
前
に
公
髫

な
さ
い
』
と

し
て
言
う

こ
と
に
は
、

『
[…
]
事

を
、
三
宝

の
前

に
劉

こ
と

だ

。』

と
、
言
う
。
」
と
な
る
。

こ
の
場
合
も

、

『…
奏
賜
』

の
部
分

が
実

際

の
上
奏
文
だ
と
理
解
す
れ
ば

よ
い
。
ま
た
、
《奏

ク

「
…
」
ト
奏
す
。》

と
、
発
話
を
表
す
動
詞
で
、
発
話

の
前
後
を

は
さ
む

こ
と
は
、
桑
田
氏
も



指
摘
す

る
通
り
、
漢
文

の
語
法

に
も

あ
り
、
和
文
脈

に
お

い
て
も
、
《
曰

く

「
…
」

と
日
》

の
よ
う

に
、

『古
事

記
』

を
は
じ
め

と
し
て
、
し
ぼ

し

ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

12

a
c

「
『天
皇

ガ
御
命

二坐

、
劇
賜
』
ト
申
ク

『
[…
]
事

ヲ申
賜

ク
』
ト
申

。」

(
一
五
詔

・
天
皇

の
勅
使
↓
八
幡
大
神

)

は
、
初

め
の

「申
賜
」
が
命
令
形
な

の
か
、
終
止
形
な

の
か
判
別
し
得

な

(靨
ボ

・
命
令
形

と
す

る
な
ら
ば
・
「
『天
皇

の
一言
葉
に
よ

っ
て
碧

な

さ

い
』
と
し

て
言
う

こ
と
に
は
、

『
[…
]
事
を
公
響

。
』

と

言

う

。
」

と

な

っ
て

、

9

と

同

類

に

な

り

、

終

止

形

と

す

る

な

ら

ば

、

「『天
皇
の
言
葉
に
よ
っ
て
　

。』
と
し
て
言
う
こ
と
に
は

…
」
と
な
り
、
初
め
に
、
奏

上

の
宣
言

が
行
わ
れ

た
と
解
す
る

こ
と
が

で

き
、

い
ず
れ
に
し
て
も
解
釈

が
可
能

で
あ

る
。

こ
れ
ら
、
実
質

的
な
奏
上
内
容

の
前
後

に
、
奏
上
す
る

こ
と
自
体
を
宣

言
す
る
表

現
が
重

な
る
形
式

は
、

朝
政

の
な

か
で
も

、
先

に
み
た
議
政
官
に
よ
る
聴
政
は
ま

っ
た
く
と

い

っ
て
よ

い
ほ
ど

口
頭

に
よ

っ
て
進
め
ら
れ
る
政
務
で
あ

っ
た
。
す

な
わ
ち
、
諸
司

や
弁
官

の
史
に
よ
る
読
申
、
大
臣
に
よ
る
処
分
な
ど

み
な

口
頭

に
よ

っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
た
と
え
諸

司
や
史

に
よ

る
読

申

の
も
と
と
な
る
文
書
が
あ

っ
た
と
し
て
も

、
そ
れ

は
直
接
大
臣
に

「
申
し
給
ふ
」

の
解
釈
を

め
ぐ

っ
て

示
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
口
頭
で
読

み
上
げ
ら
れ

た
の
で

あ

る
。

(橋
本
義
則

・
一
九
八
六
)

と
あ

る
よ
う
な

口
頭
政
治
に
お

い
て
、
文

書

の
内
容
を
さ
ら

に
口
頭

で
奏

上
す

る
際

に
生
じ
た
形
式
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
が

、
こ
の
点
に
関
し

て

は
、
木
簡
そ

の
他
に
行
政
文
書
と
し
て
残

さ
れ

た
書
式
と

の
関
係
に
お

い

て
、
詳
細
に
検
証
す
る
必
要
が
あ

り
、
今
後

の
課
題
と
し
た

い
。

以
上

、
奏

上

の
場
面

で
用

い
ら

れ
る

「申

し
給
ふ
」

と
い
う
語

は
、

「申
す
」

と
同
義

で
は
な
く
、
言
わ
ば

「公
的

に
奏

上
す
る
」
、
す
な
わ

ち
、
朝
堂

院
に
お
け
る
特
定

の
場
面
に
お

い
て
、
定
め
ら
れ

た
手
続
き
を

踏
ん
で
奏

上
す

る
と
い
う
、
特
定

の
行
為
を
さ
し
示
し
て
い
る
と
い
う

こ

と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は

、

一
般
的
な
意
味
で

の

「申
す
」

と
は
実
質
的

に

異

な
る
内
容
を
持
ち
、
朝
政

の
あ
り
方
と
密
接

に
結
び

つ
い
た
も

の
で
あ

る
。
こ
う
し

て
考
え

る
と
、
A

「有

坂
説
」
が
述

べ
た
、
「
言
上

す
る
」

と
い
う

の
は
、
具
体
的

で
は
な

か

っ
た
け
れ
ど
も
、

「特

に
鄭
重

な
、
儀

式
的
な
気
持
ち
を
含

ん
だ
語
」

と
い
う
点

で
、
そ

の
性
格
を
述

べ
た
も

の

で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
E

「桑

田
説
」
が
、
「
天
皇
と

し
て
、

天
皇

の
代
理
と
し
て
、
官
人

と
し
て
、
自
ら
を
尊
重
し

つ
つ
、
ま
た
、
他

か
ら
も
尊
重
さ

れ
る
姿
勢

に
お

い
て

『申
す
』
」

と
、
帰

納
し
た
状
況

と

も
、
ほ
ぼ
重

な
る
も

の
で
あ
る
。
そ
う

い

っ
た
、
性
格

や
状
況
を
有
す

る

一
六
九



「申
し
給
ふ
」

の
解
釈

を
め
ぐ

っ
て

具
体
的

な
行
為
と

し
て
、

「公
的

に
奏

上
す
る
」
と

い
う
意
義

を
与
え
れ

ば

、
「申

し
給
ふ
」
と

い
う
語

は
、
従

来
理
解

し
難

か

っ
た
文
脈

の
中

に

お
い
て
も
解
釈
が

可
能

に
な
り
、
ま
た
、

一
見
さ
ま
ざ

ま
な
環
境

で
用

い

ら
れ
て
い
る
か
に
見
え

て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
、

一
貫
し
た
語
義

の

中
で

の
用
法

で
あ

る
こ
と
が

理
解
さ
れ

る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
B

「
三
宅

説
」
も

、
結
論
的

に
は
異
な

っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ

が
実
質
的
に
さ
し
示
し
て

い
た

「
上
の
裁
決
を
求

め
て
踏

み
行
う
段
階
」

と

い
う

の
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
言

う

「公
的
奏

上
」

で
あ

っ
た
と
言
え
る

だ

ろ
う
。

ま
た
、
「申

し
給
ふ
」
と

い
う
表

現

の
解
釈
は
、
そ

の
辞
書

的
な
説
明

に
止

ま
ら
ず

、
さ
ら

に
大
き
な
問
題
を
含
ん
で

い
る
。
そ
れ
は
、
本
稿

で

は
触
れ

な
か

っ
た
、
ど
う

し
て

「申
し
給
ふ
」
が
、
こ

の
よ
う
な
意
義
を

持

つ
に
至

っ
た
か
と
い
う

こ
と
、
す
な
わ
ち
、

A

「
有
坂
説
」
が

「
わ
か

ら
な

い
」
と

し
た
、
「
給
ふ
」

の
意
義

で
あ

る
。
例
え
ぼ
、

一
章

で
引

用

し
た

『古
語
大
辞

典
』

(小
学
館

・
一
九

八
三
)

で
は
、

「給
ふ
」

の
原
義

が

「給
付
す
る
」
だ

っ
た

の
だ
と

い
う
考
え
方
を

と

っ
て
い
る
が
、
そ

の

真
偽

に
つ
い
て
は
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

「申

し
給
ふ
」

に
は
、
も
う

一
つ
、

D

「
金
田

一
説
」
を
は
じ
め
、
辞
書
類
も
指
摘
す
る
、

(
二
)
政
務
を
遂
行
す

る

一
七
〇

と

い
う
意
味

が
あ

っ
た
。
冒
頭
に
挙
げ
た
例

の
う
ち
、
「
天

の
下
」
を
冠

す
る
表
現
は
五

つ
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ

の
う
ち

ー

・
5

・
6

の
三
例
は
、

尊

敬
語

の

「
給

ふ
」

と
も

十

分

解
さ

れ

る

の

で
、

と
り

あ
え

ず

保
留

(
(?
)

に
分
類

し
た
)
す
る
と

し
て
も
、
残
る
3

・
10
に

つ
い
て
は
、

尊
敬
語

の

「給
ふ
」
と
は
解
し
が
た
く
、
か

つ
、
「天
下

(公
民

ヲ
)
」
と

あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
公
的
に
奏
上
す
る
」

と
い
う
意
味

で
も
な
く
、
「
政

務
を

遂
行
す

る

・
執
政
す
る
」
と

い
う
意
味

に
解

さ
れ

る
も

の
で
あ
る
。

ま
た
、

(
ハ
)
に
分
類

し
た
2
の
例
は
、
そ

の
中
間
的

な
意

味
を
も

つ
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
「申

し
給
ふ
」

の
意
義

を
確
定

す
る
た
め
に
は
、

本
稿

で
導

か
れ
た
、
「
公
的

に
奏
上
す

る
」

と
い
う
意
味
と
、

こ
の

「政

務
を
遂
行
す
る

・
執
政
す
る
」

と
い
う
意
味
と

の
派
生
関
係
を
明
ら
か
に

す

る
必

要
が
あ
る
。
そ

し
て
、
実

は
、
こ

の
問
題
が
、

「給
ふ
」
を

ど

の

よ
う

に
考
え
る
か
と

い
う
問
題
と
深
く
関
わ
り

、
そ

の

「
給
ふ
」
か
ら
は
、

一
般

に
言
う
、
尊
敬
語
的
用
法
以
前

の
意
義
が
導

か
れ
る
と
考
え

て
い
る

(21
)

が
、
そ
れ
ら

の
問
題

に
つ
い
て
は
、
稿

を
改

め
て
詳

し
く
述

べ
る

こ
と
と

す
る
。

〔注
〕

(
1
)

原
文

の
提
示

よ
り
も
、
大
意
を
と
る
こ
と
が
大

切
と
判
断

し
た

箇
所
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
テ
キ

ス
ト
に
従

い
、
漢
字
平
仮



名
交

じ
り

の
読
み
下
し
文

に
改

め
た
。
以
下
同
じ
。

(2
)

表
記
は
、
仮
名
書
き
例
を
は
じ
め
、
「奏

・
申

・
白
/
賜

・
給
」

と
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
従
来

の
解
釈

に
従

い
、
全

て

一
括
し

て
扱
う
。

(3
)

実
は
、
従
来

の
論
考

に
お
い
て
は
、
用
例

の
年
代
に

つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
検
討

が
加
え
ら
れ

て
お
ら
ず

(有
坂

(
一
九
四
四
b
)

で
若
干
考
慮

さ
れ
て

い
る
)
、
奈
良
朝

以
前

か
ら
、

下

っ
て
は
平

安
以
降

の
も

の
も
同

レ
ベ
ル
で
扱
わ
れ

て
き
た
面
が
あ
る
。
な
お
、

祝
詞

に
つ
い
て
は
、
年
代
が
確
定

で
き
な

い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
考

察

の
外

に
置
く
。

(4
)

位
階
を
賜
う
。

(
テ
キ

ス
ト
脚
注
に
よ
る
)

(5
)

新
体

系

の
解
釈

・
校

訂
に
従

う
。
同
書

、
補
注

一
七

-
八
四

「
詔
詞
解
を
は
じ
め
、
北
川
校

本
・林

訓
釈

な
ど

み
な
原
文
を

『人

幡
大
神

二
申
賜

(閇
止
)
』

と
す
る
が

、
『止
』

は
写
本

に
な
く
、

こ
こ
は

『人
幡
大
神

に
申

し
賜

へ
、
勅
り

た
ま
は
く
』
と
な
る
。
」

(6
)

こ
れ

に
対

し
て
、
三
宅
清

(
一
九
五

四
)

は
、
「
『奉

る
』

『参

る
』
等

、
卑
者

の
詞
が

、
尊
者

の
行
為

に
つ
い
て
も
用

い
ら
れ
る

の
は
、

『尊
者
卑
者
重
點

の
移
行
』
と

い
う
こ
と
で

一
般
化

さ
れ

る
も

の
で
は
な
く

、
轉
義

(代
用
)

の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
た
ま
ふ
』
が
、

『
下
さ
る
』

(筆
者
注

・

「
い
た
だ
く
」

の
ほ
う

が

、
よ

り
適
切
か
?
)

の
意
味
に
用

い
ら
れ
た
例

は
な
い
。
卑
者

の
言
葉

と
し

て
は

『た
ま
は
る
』

と
言

っ
た
。

(筆
者
要
約
)
」

と

し
て
、
反
論
し
た
。

「
申
し
給
ふ
」

の
解
釈

を
め
ぐ

っ
て

(7
)

こ
の
反
論

の
趣
旨

は
、
佐
藤
①
と
共
通
す
る
の
み
な
ら
ず

、
実

は

「申

し
た
ま
ふ
」

の
実
質
的
な
意
義

の
上
で
は
有
坂
説

と
も

一

致
す

る
。

(8
)

こ
の
問
題
は
、
ま
さ
に
、
有
坂

が
自

ら
課
題

と
し
て
残
し
た

A

⑤

の
問
題

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

(9
)

宥
坂
秀
世

(
一
九
四
四

c
)

は
、
も

し
、
義
門
が
言
う
よ
う
に
、

宣

る
人
自

ら

の
行
為

で
あ

る
と
す

る
な
ら
ば
、
「
上

の
人

か
ら
下

の
人
に
向

っ
て
な
す
行
為
を
表
す

『給
』
」

で
あ
る
と
し
て

い
る
。

(10
)

「皇

ト
坐
朕

」

の
よ
う

に
、
他

に
も
自
身

に
対
す
る
敬
語
が
多

用
さ
れ
て

い
る

(
11
)

『延
喜
式
』

(式
部
上

・
置
版
位
)

凡
昌

福
堂
、
含

章
堂
及
含
嘉
堂
版
位
、
竝
置
二
前
庭

一向
二
正
北

一
。

餘

司
各

置
二
堂
後

一。
其
版

位
皆
二
枚
。

(公
事

就

レ前

。
私
事

就
・

後
)

(12
)

『延
喜
式
』

の
条
文
か
ら
は
、
ど

の
堂

の
座

に
つ
い
た

か
は
わ

か
ら
な

い
。
そ
れ
ほ
ど
多

く

の
人
員
が

一
堂

に
入
り
得
た
と

い
う

の
も
不
自
然
な

の
で
、

一
度
礼
を

し
た
あ
と

、
各
自

の
座

に
戻

っ

て
座
し
た

の
で
は
な
い
か
と
推
察
す

る
が
、
憶
測

に
過
ぎ
な

い
の

で
、
橋
本
氏

の
記
述

に
従
う

。

(
13
)

天
平
十
年

頃
に
は

「太
政
官
廳
」

日
朝
堂
院

の
太
政
官

の
庁

に

於

い
て
、
後

の

「外

記
政
」
「
官
政
」

に
お
け
る
弁
官
申
文

・
三

省

政
と
同
様

の
方
式

で
公
卿
廳
政
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い

た

(
『令
集
解
』
巻

二
職
員
令
太
政
官
条
に
よ
る
)

(橋
本

・
一
九

一
七

一



「申

し
給
ふ
」

の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て

八
六
)
。

(14
)

舒
明

八
年
七
月
己

丑

・
大
化
三
年
是
歳

(15
)

官

人
の
増
加

に
伴

い
、
天
武
朝

に
は
す

で
に
朝
参

の
日
が
制
限

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う

。

(同
書
)

(16
)

奈
良

時
代

の
朝

政

へ
の
天
皇
出
御

に

つ
い
て
は
、
見
解

に
ゆ
れ

が
あ
り
、
橋
本
氏
と
し
て
は
、
儀
式
以
外

の
天
皇

の
出
御

は
特
別

な

こ
と
だ

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
し
て

い
る
。

(
17
)

注

(
5
)
参
照
。

(18
)

注

(
13
)
に
あ

っ
た
よ
う
に
、
天
平
十
年
ご
ろ
に
は
太

政
官
聴
も

朝
堂
院
を
離
れ

て
太
政
官
庁
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

(19
)

こ
の
よ
う
な
自
敬
表
現
が
生
ま
れ
る
背
景
に
は
、
や
は
り
、
本

稿

で
述

べ
る
よ
う
な

「給
ふ
」

の
用
法
が
あ
る

の
だ
が
、
そ

の
点

に
関
し
て
は
稿
を
改

め
る

(20
)

有
坂

(
一
九

四
四
b
)

は
命
令
形

と
し
て
扱

っ
た
。
準
拠
し
た

テ
キ

ス
ト
で
は
、
い
ず
れ
も
終
止
形

と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る

(21
)

森

山
由
紀

子

(
一
九
九

五
)

(予
定
)

【朝
政
関
係
の
用
例
】

(万
葉
仮
名

は
、
適
宜
片
仮
名

に
直
す
。
)

a

『延
喜
式
』

(中
務
省

・
女
官
季
禄
)

中
務
省
申
ク
、
宮
人
春
夏
禄
可
給
事
上

二顯

ハ
ム
ト
。

b

『延
喜
式
』

(式
部
上

・
朝
堂
座
)

大
臣
就

二
昌
福
堂
座

一。
訖

乃
大
納
言
先

進
就
二
昌
福
堂
座

一。
于
・

時
大

臣
喚

二
召
使

一
二
聲

。
稱
唯
就

・
版
而

立
。
大
臣
命

日
、
召
二

大
夫
等

一。
召
使
稱
唯

退
就

二
含
章
堂
版

一。
北
向
召
之

。
中

納
言

一
七
二

以

下
共

稱
唯
。
進
就
二
昌
福
堂
座

一。
訖
左
右
辨
官

了
・
政
。

五
位

以

上
於

二
堂
前

一降
立
。
六
位
以
下
於
二
堂

西

一降
立
。
少
納
言

、
左

右

辨
先
進
就
二
前
版

一而
揖

。
外
記
、
左
右
史
後

走
就
二
後
版

。
竝

北
向

。

(以
東
為
上
)
立
定
大
臣
命
日
召
之
。
五
位
以
上
倶

稱
唯

。

次

六
位
以
下
倶
稱
唯
。

五
位
以
上
隨

・
色
昇

レ
階
就
・
座

。
訖

乃
六

位
以
下
倶
引
就

二
庇
案
下

一北
向
立
。

辨

一
人
申

云
、
司
司

ノ
申
セ
ル
政
黜

ト
申

。
史

依

レ
次
讀

申
。
毎

二

一
事
畢

一大
臣

處
分
。
隨

レ
事
稱

唯
。
訖
六
位
以

下
先
以

・
次
退

二

至

二
於
堂
後

}而
立

。
次

五
位
已

上
亦
退
。
皆
於

二
階

及
版
下

一揖

至

二
於
堂
前

一。
立
定

五
位
以
上

依

・
次
揖
就

・
座
。
六
位

以
下
倶

昇
就

・
座
。
訖
左

史

一
人
申

日
。
申

セ
ル
政
。
辨
宣
日
。
任

・申

セ
ル
マ

ニ
マ
ニ
。
史

倶
稱
唯
。

(右
亦
如

・
之
)
参
議
以

上
隨
レ
次

而
退
。
畢

少
納
言

、
辨
依

・次
退

出
。
諸
官

乃
退
。

c

『北
山
抄
』

(巻
七

・
外
記
政
)

上
臈

辨
起
座
、
申

々
文
之
由

(云

一
本
、
云
司

々
乃
申

政
則

細
ト

申

ス
者

(
一
本

二
字

ナ
シ
)
、
上
宣

、
與

之
、
詞
終
、
給

ム
ト
申

ス
ト

申
者

(三
字

一
本

ナ
シ
)
、
上
宣
、
給

へ

d

『北
山
抄
』

(巻

六

・
諸

国
申
請
増
加
鎮
守
明
神
位
階
封
戸
事

)

…
又
、
新

劇
細

封
戸
者

、
先
勘
位
階
給
例
等
、
可
被
裁
定
。

【文
献
】

有
坂

秀
世

(
一
九

四
四

a
)

「
『金
有
等

麻
宇
之

多
麻

敝
禮
』

に

つ
い

て
」

(『國
語
音
韻
史

の
研
究
』

三
省
堂

・

『國
語

と
國
文
学
』
昭

和

=
二
年

一
月

の
同
名
論
文
を

一
部
改
稿
)



有

坂
秀

世

(
一
九

四
四

b
)

「
『申

し

賜

へ
と
申

さ
く
』

に

つ
い
て
」

(『國
語
音
韻
史

の
研
究
』
三
省
堂

・
初
出
は

『國
語
と
國
文
学
』

昭
和

一
五
年
八
月
)

有
坂

秀

世

(
一
九

四
四

c
)

「祝

詞
宣
命

の
訓
義

に
關

す
る

考
證
」

(
『国
語
音
韻
史

の
研
究
』
三
省
堂

・
初
出
は

『國
語

と
國
文
学
』

昭
和

=

一年
五
月
)

春

日
和
男

(
一
九
七

一
)

「古
代

の
敬

語
1
」

(『講
座
国

語
史

6
敬
語

史
』
大
修
館

)

金
田

一
京
助

(
一
九
五
九
)

『
日
本

の
敬
語
』

(角
川
書
店
)

岸

俊
男

(
一
九
七

五
)

「朝

堂

の
初
歩
的
考

察
」

(『橿
原
考
古
学

研

究

所
論
集
創
立

三
十

五
周
年
記
念
』
吉
川
弘
文
館
)

桑
田

明

(
一
九

六

一
)

「
『申

し
た

ま
ふ
』
私
見
」

(
『未
定
稿
九
号

』

東
京
教
育
大
学
文
学
部
未
定
稿

の
会
)

佐
藤
喜
代
治

(
一
九

五
五
)

「萬
葉
集
に
お
け
る
待
遇
表

現
」

『萬
葉
集

大
成
六
』

時
枝
誠
記

(
一
九

五
三
)
「
『申
し
給
ふ
』
に

つ
い
て

の
考

」

(『國
語

と

國
文
学
』
三

〇
1

一
二
)

西
宮

一
民

(
一
九

人

一
)

「上
代

敬
語
と
現
代
敬

語
」

(
『講
座
日
本
語

学

9
敬
語
史
』
明
治
書
院
)

橋
本
義
則

(
一
九
八

一
)
「
『外

記
政
』
の
成
立

」

(『史
林
』
六

四
-
六
)

橋
本
義
則

(
一
九
人
六
)

「朝
政

・
朝

儀

の
展
開
」

(『
日
本

の
古

代

7

ま

つ
り
ご
と

の
展
開
』

中
央
公
論
社
)

三
宅

清

(
一
九

五
三
)

「
『申

し
給

ふ
』

の
意

義
」

(『國

語
と
國

文

「申

し
給

ふ
」

の
解
釈
を

め
ぐ

っ
て

学
』
三
〇
1

六
)

三
宅

清

(
一
九
五
四
)
「
『申

し
給

ふ
』

に
つ
い
て
」

(
『國
語
と
國
文

学
』
=
二

ー

⊥ハ
)

森
山
由
紀
子

(
一
九
九

五
)

「
『申

し
給
ふ
』
に
お
け
る

『給
ふ
』

の
意

義
」
i

敬
語
的
用
法
以
前
の

「給
ふ
」
i

(同
志
社
女
子
大

学
学
術
研
究
年
報
』

四
六
)

(予
定
)

『日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学
館

(
一
九
七
六
)

『時
代

別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
三
省
堂

(
一
九

八
三
)

『古

語
大
辞
典
』
小
学
館

(
一
九
八
三
)

『
日
本
史
辞
典

(第

二
版
)
』
角
川
書
店

(
一
九
七

四
)

【
テ
キ
ス
ト
】

『延
喜
式
』

(新
訂
増
補
国
史
大
系
)

(
一
九

八
九

・
吉
川
弘
文
館
)

『古
事
記

(新
訂
版
)
』
西
宮

一
民

(
一
九

八
六

・
楓
風
社
)

『儀
式
』

(新
訂
増
補
故
実
叢
書

三
三
)

(
一
九

五
四

・
吉
川
弘
文
館
)

『続

日
本
紀
宣
命
校
本

・
総
索
引
』
北
川
和
秀

(
一
九
八

二

・
吉
川
弘

文
館
)

『続
日
本
紀

一
～
三
』
青
木
和
夫

・
稲
岡
耕

二

・
笹
山
晴
生

・
白
藤
禮

幸

(
一
九
九
〇

・
岩
波
書
店
)

『北
山
抄
』

(新
訂
増

補
故
実

叢
書

三
三
)

(
一
九

五

四

・
吉

川
弘
文

館
)

『萬
葉
集

本
文
篇
』

佐
竹

昭
広

・
木

下
正
俊

・
小
島

憲
之

(
一
九
六

三

・
塙
書
房
)

ー

(本
学
専
任
講
師
)

一
七

三


